


次のページから山添村の医療に関するデータを掲載する。 



  

山添村の人口は、村が誕生した１９５６年（昭和３１年）には８，０８２人であったが、２０２０年（令和２年）には３，２２６人まで減少している。

２０４５年（令和２７年）には１，５６４人まで減少すると予測されている。特に生産年齢人口（１５～６４歳）の減少が大きい。 



  

山添村の人口分布を見ると、年々老年人口の割合が増加している。１９８０年（昭和５５年）には老年人口の割合が約１７%であったが、２０２０年

（令和２年）には約４８%まで増加している。２０４５年（令和２７年）にはさらに６１%まで増加すると予測されている。 

反面、支え手である生産年齢人口の減少が今後更に加速することが人口ピラミッドからも見て取れる。 



  

山添村の６５歳以上のひとり暮らし世帯数は、２０００年（平成１２年）には８７世帯（７．０%）であったが、２０２０年（令和２年）には１６９世

帯（１５．３%）と倍増しており、今後も同様に増えていくと予測される。 



  

令和５年度に６５歳以上の方を対象に実施した『介護予防・日常生活圏域ニーズ調査』では、「人生の最後を迎えたい場所」について、約６０%の人が

自宅を選択しており、「人生の最後は自宅で迎えたい」と考えている住民が多くいることがわかる。 



  

約６０%の人が「人生の最後は自宅で」と考えているが、実際に自宅で最後を迎えられているは亡くなった方の約１２～２２%となっている。 

 



  

村内に村立診療所３か所、民間医療機関（歯科を含む）２か所、隣接市には、救急病院８か所の他、民間医療機関も含めると、自家用車で３０分圏内に

多くの医療機関が存在しており、山間地域としては選択肢が多い。また、訪問看護などの事業者も近隣に１３か所が存在しており、社会資源には比較

的恵まれている。 



  

山添村３診療所について、どの建物も完成から約４０年経っており、今後大規模な改修や建て替えが各所で必要となる可能性がある。また、医療機器

についても３診療所それぞれに保守や整備が発生している状況である。 



  

山添村３診療所ののべ患者数は、人口と同様に減少傾向である。２０１８年（平成３０年）３診療所合計でのべ９，６２８人であったが、２０２３年

（令和５年）ではのべ５，３０４人と半分近くまで減少している。 



  

主要な収入となる診療収入等については、のべ患者数に比例して減少傾向である。支出額から診療収入等や補助金などを差し引きして、なお不足した

額が一般会計からの繰入金となる。令和５年度は経費の総額１４６，２２３千円のうち７４，６０２千円（約５１%）が繰入金となっている。 



  

この表は、令和５年度の３診療所それぞれの大字別、地域別、村全体の受診者の人口比率を表したものである。東山診療所には東山地区、波多野診療

所には波多野地区の住民が多く受診している。全体的に割合が低いのは、村内の民間医療機関や近隣市の医療機関にかかる人が多いからと考えられる。 



  

介護認定を受ける際に必要な主治医意見書の依頼先として、３診療所や村内民間医療機関以外にも伊賀市や名張市、奈良市や天理市の医療機関も多く

見られる。若年層に限らず、介護認定を必要としている状態（多くは７０代後半以上の高齢者）であっても、村外の医療機関をかかりつけとする人は

多い。 



  

山添村社会福祉協議会が運営している福祉タクシーの利用実績からみても、受診先の約５２%が村内、約４８%が村外となっている。村外では、伊賀

市、奈良市、名張市、天理市が受診先として多く利用されている。運転が難しくなっても通える間は通い慣れた医療機関に通院する人は多い。 



  

通院が難しくなった際に、自宅などの生活の場で診療や治療、処置を行うのが「在宅医療」である。村内で活動するケアマネージャーへの聞き取りの

結果、山添村への訪問診療（往診）実績のある村外の医療機関は、都祁診療所（奈良市）、塩田医院（奈良市）、中西内科医院（名張市）の３医院に限定

される。 



山添村では、少子高齢化による人口減少、高齢者の独居世帯の増加、村立診療所の受診者数の減少、医療従事者の確保困難など医療に係る様々な課題

や将来の懸念が生じてきている。１０年２０年先を見据えて、村として医療体制をどうしていくかを今考える必要がある。 



  

医療資源や財源を最大限に有効活用するため、人的・財源的再編により「地域の医療体制強化」「医療資源の最適化」「経済的効率性」を行うことで「誰

もが安心して医療が受けられる体制」づくりを目指す。その際に発生するデメリットについてはＩＣＴ（情報通信資源）等の活用により解消を図る。 



 

在宅医療の充実など「在宅医療の充実と医療介護の連携推進」、村立診療所の体制見直しなど「医療資源や財源の効率的な活用」、健康管理への積極的

な働きかけなど「地域と連携した疾病予防・介護予防等の推進」の３つを基本方針に掲げる。 



  

コンセプトは「くらしも支える診療所」であり、住民の身近にあって、病気だけではなくその方の日常生活、望む生活も支える中心的役割を担う診療

所を目指す。具体的な取り組み例としては、外来診療と平行した在宅医療が可能な体制づくりや月２回の土曜診療の実施などである。 



 

  

医療体制の見直しについては段階を踏んで行っていく。第１段階で「拠点診療所＋２地域診療所」、第２段階で「拠点診療所＋巡回診療」、最終段階で

「拠点診療所＋訪問診療」と展開していく。各段階での詳細説明は次のページから。 



  

現行の医療体制は上記のとおりである。自宅からより近い場所で受診できる安心感はあるが、現状では訪問診療などの医療体制の充実が難しい、それ

ぞれの施設で人材確保、設備や機器への投資、維持管理が必要というデメリットがある。 



  

第１段階として「拠点診療所＋２地域診療所」の診療体制。波多野地区内に置く拠点診療所では、通常診療や検査、土曜診療や専門診療を行い、東山・

豊原地区内に置く地域診療所では慢性疾患の定期診療を行うほか、訪問診療の拠点となる。地域診療所や訪問診療で詳しい検査が必要と判断した場合

は、拠点診療所と連携して対応する。 



  

診療体制のイメージとしては、２人の医師を拠点診療所、地域診療所にそれぞれ配置し、効率的な診療を行う。また、水曜日に専門医（整形外科など）

による診察や月２回の土曜診療などを行う。なお往診等担当の医師は、往診の他にも予防接種や各種会議への出席、学校医業務、地域講座への参加等、

外来と並行しての柔軟な対応が可能になる。 



  

第２段階として「拠点診療所＋巡回診療」の診療体制。拠点診療所での診療以外に、各大字の公民館等へ出向いての巡回診療を行う。巡回診療では慢

性疾患の定期診療を行い、詳しい検査等必要であれば拠点診療所と連携して対応する。「診療所の統合により医療にかかりにくくなった」ということが

ないように体制を整えるとともに、オンラインによる遠隔診療を取り入れるなどＩＣＴの活用も検討していく。 



  

最終段階として「拠点診療所」１か所の診療体制。拠点診療所での診療と訪問診療を行う。将来的に村独自での医師等医療従事者の確保が難しくなっ

た場合でも民間に運営を任せるなどの体制移行もスムーズに行える。ただし、地域によっては遠くなるため、交通弱者等への対応（送迎バスなど）も

併せて考える必要がある。 



 

今回お示しした資料は、今後どうしていくかを検討するうえで村が考える方向性であり、村としての決定事項ではない。この方向性を元に広く意見を

募り、集約し医療体制検討会において議論したうえで「山添村の持続可能な医療の在り方に係る基本方針」を令和６年度中に策定する予定である。 


